
市
か
ら
の
お
知
ら
せ

令
和
５
年
第
１
回
定
例
会
が
閉
会

市
職
員
を
募
集
し
ま
す

（
令
和
5
年
10
月
採
用
、
令
和
6
年
4
月
採
用
）

映
像
通
報
機
能
シ
ス
テ
ム
の
運
用
を

開
始
し
ま
す

　

３
月
１
日
㈬
に
開
会
し
た
市
議
会

定
例
会
は
、
３
月
24
日
㈮
に
閉
会
し

ま
し
た
。
今
回
の
議
会
で
は
、
総
額

８
２
７
億
円
あ
ま
り
の
令
和
5
年
度
予

算
案（
一
般
会
計
、
特
別
会
計
、
企
業

会
計
）な
ど
、
市
長
お
よ
び
議
員
か
ら

提
出
さ
れ
た
議
案
は
原
案
の
通
り
報

告
・
承
認
・
可
決
・
同
意
さ
れ
ま
し
た
。

主
な
案
件

■
報
告
案
件（
２
件
）

▽ 

金
銭
債
権
に
係
る
訴
え
の
提
起
の
専

決
処
分
ほ
か

■
予
算
案
件（
16
件
）

▽ 

令
和
４
年
度
高
山
市
一
般
会
計
補
正

予
算
の
専
決
処
分

▽ 

令
和
４
年
度
高
山
市
一
般
会
計
補
正

予
算

▽ 

令
和
５
年
度
高
山
市
一
般
会
計
・
特

別
会
計
・
企
業
会
計
予
算
ほ
か

■
条
例
案
件（
19
件
）

▽
市
行
政
組
織
条
例
の
一
部
改
正

▽ 

市
飛
驒
プ
ラ
ネ
タ
リ
ウ
ム
の
設
置
及

び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
廃
止

▽ 

市
交
流
促
進
施
設（
道
の
駅
付
帯
施

設
）の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条

例
の
一
部
改
正
ほ
か

■
事
件
案
件（
７
件
）

▽
は
し
ご
付
消
防
自
動
車
の
取
得

▽ 

江
名
子
小
学
校
校
舎
長
寿
命
化
改
修

工
事（
建
築
）請
負
契
約
の
変
更
ほ
か

■
人
事
案
件（
１
件
）

▽
公
平
委
員
会
委
員
の
選
任
に
つ
い
て

■
議
員
発
議（
5
件
）

▽ 

市
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
等
の
特
例

に
関
す
る
条
例
ほ
か

問
合
せ

議
会
事
務
局 

☎
35ｰ

3
1
5
2

 

℻   

35ｰ

3
1
7
0

 

広
報
ID 

1
0
1
7
8
2
4

募
集
期
間

4
月
24
日
㈪
〜
5
月
26
日
㈮

一
次
試
験

6
月
18
日
㈰

 

6
月
24
日
㈯
・
25
日
㈰

 

※
職
種
に
よ
り
異
な
る

募
集
職
種（
予
定
）

【
令
和
５
年
10
月
採
用
】

　

※
年
齢
要
件
基
準
日
：
Ｒ
5
．4
．1
現
在

▼
事
務
職

・ 

Ａ
③（
大
卒
）22
〜
29
歳

・ 

Ａ
④（
大
卒
・
経
験
者
）25
〜
40
歳

・ 

Ｂ
④（
高
卒
・
経
験
者
）21
〜
40
歳

▼
技
術
職

・ 

土
木（
経
験
者
・
U
I
J
）25
〜
40
歳

▼
技
能
労
務
職

・ 

調
理
業
務
35
〜
55
歳

・ 

衛
生
業
務
35
〜
50
歳

【
令
和
６
年
４
月
採
用
】

　

※
年
齢
要
件
基
準
日
：
Ｒ
6
．4
．1
現
在

▼
事
務
職

・ 

A
①（
大
卒
）22
〜
29
歳

・ 

A
②（
経
験
者
・
U
I
J
）30
〜
40
歳

▼
技
術
職

・ 

土
木
、
建
築
22
〜
29
歳

・ 

林
業【
新
設
】22
〜
40
歳

▼
保
健
師
35
歳
以
下

▼
保
育
士（
短
大
・
大
学
卒
）20
〜
29
歳

▼
社
会
福
祉
士【
新
設
】35
歳
以
下

▼
看
護
師
45
歳
以
下

募
集
要
項

 

４
月
中
旬
頃
、
市
HP
に
て
公

開
、
本
庁
・
各
支
所
に
て
配
布

し
ま
す
。

問
合
せ

総
務
課　

☎
35ｰ

3
1
3
3

　

４
月
１
日
か
ら
、
映
像
通
報
機
能
シ
ス

テ
ム
の
運
用
を
開
始
し
ま
す
。

　

こ
の
シ
ス
テ
ム
は
通
報
者
の
ス
マ
ー
ト

フ
ォ
ン
に
シ
ョ
ー
ト
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
映
像
送

信
用
U
R
L
を
送
り
、
リ
ア
ル
タ
イ
ム
の

災
害
現
場
映
像
を
送
っ
て
い
た
だ
く
も
の

で
す
。
通
信
料
は
通
報
者
負
担
に
な
る
た

め
、
通
報
者
の
了
解
を
い
た
だ
い
た
場
合

に
こ
の
シ
ス
テ
ム
を
運
用
し
ま
す（
デ
ー

タ
通
信
量
は
1
分
で
約
10
M
B
）。

　

消
防
指
令
員
が
必
要
と
判
断
し
た
時
は

ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
合
せ

指
令
課　

☎
32ｰ

0
1
1
9

2023.4

12


